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第１条 京都大学医学部附属病院諸料金規程（昭和４０

年達示第２号）（以下「規程」という。）第２条第１

項アに規定する普通室を除く等級別の病室の区分は、

次に掲げるとおりとする。 

個室Ｃ 医学部附属病院北病棟のＣ室 

個室Ｄ 医学部附属病院北病棟のＤ室 

個室ＳＳ 医学部附属病院積貞棟のＳＳ室 

個室ＳＡ 医学部附属病院積貞棟のＳＡ室 

個室ＳＢ 医学部附属病院積貞棟のＳＢ室 

個室ＳＣ 医学部附属病院積貞棟のＳＣ室 

個室ＳＤ 医学部附属病院積貞棟のＳＤ室 

個室ＳＥ 医学部附属病院積貞棟のＳＥ室 

２人室ＳＦ 医学部附属病院積貞棟のＳＦ室 

第１条 京都大学医学部附属病院諸料金規程（昭和４０

年達示第２号。以下「規程」という。）第２条に規定

する消費税法（昭和６３年法律第１０８号）で非課税

とされる医師、助産師その他医療に関する施設の開設

者による助産に係る資産の譲渡等に該当する場合は、

次の各号に掲げるとおりとする。  

(1) 妊娠しているか否かの検査 

 (2) 妊娠していることが判明した時以降の検診及び

入院 

 (3) 分娩の介助 

 (4) 出産の日以後２月以内に行われる母体の回復検 

診 

 (5) 新生児に係る検診（入院中のみ）及び入院 

２ 前項第２号及び第５号において、妊娠中及び出産後

の入院については、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 妊娠中の入院については、産科婦人科医師（以下

「産科医師」という。）が必要と認めた入院（妊娠

中毒症、切迫流産等）及び他の疾病（骨折等）によ

る入院のうち産科医師が共同して管理する間の入

院は、助産に係る資産の譲渡等に該当する。 

 (2) 出産後の入院のうち、産科医師が必要と認めた入

院及び他の疾病による入院のうち産科医師が共同

して管理する間の入院については、出産の日から１

月を限度として助産に係る資産の譲渡等に該当す

る。 

 (3) 新生児の入院については、前号の取扱いに準ず 

る。 

第２条 規程別表１ 保険外併用療養費 ２ 選定療

養費(1) 特別室使用料に規定する普通室を除く等級

別の病室の区分は、次に掲げるとおりとする。 

 

個室Ｃ  

個室Ｄ  

個室ＳＳ  

個室ＳＡ  

個室ＳＢ  

個室ＳＣ  

個室ＳＤ  

個室ＳＥ  

２人室ＳＦ  

（同 左） 



個室ＳＧ 医学部附属病院積貞棟のＳＧ室 

個室ＭＡ 医学部附属病棟南病棟のＭＡ室 

個室ＭＢ 医学部附属病棟南病棟のＭＢ室 

第２条 規程第２条第１項ウに規定する文書は、次の各

号に掲げるとおりとする。 

 

 

(1) 普通診断書 本院所定の用紙を使用する診断書 

(2) 死亡診断書 本院所定の用紙を使用する死亡診断 

  書 

(3) 特殊診断書 前各号に掲げる本院所定の用紙以外 

のものを使用する診断書 

(4) 証明書 本院所定の用紙を使用する証明書 

(5) 特殊証明書 本院所定の用紙以外のものを使用す 

る証明書 

第３条 規程第２条第３項に規定するもののうち、薬価

基準等に未登載の医薬品、治療材料、写真材料及びそ

の他診療用材料等の料金は、その購入価格によりそれ

ぞれ医科診療報酬点数表に定められた算定方法に準

じて算出した点数に１０円を乗じて得た額とする。 

 

 

個室ＳＧ  

個室ＭＡ  

個室ＭＢ  

第３条 規程別表２ 療養の給付と直接関係ないサービ

ス等 ２ 文書料（法令に基づき無料で交付すべきも

のを除く。）及び文書発送料に規定する文書は、次の

各号に掲げるとおりとする。 

(1)  

(2)  

 

(3)  

 

(4)  

(5)  

 

第４条 規程第２条第４項に規定するもののうち、薬価

基準等に未登載の医薬品、治療材料、写真材料及びそ

の他診療用材料等の料金は、その購入価格によりそれ

ぞれ医科診療報酬点数表に定められた算定方法に準

じて算出した点数に１０円を乗じて得た額とする。 

    

附 則 

この施行細則は、平成３０年１月１日から施行する。 

 

 

（同 左） 

（同 左） 


